
 

  

 

 

 

 

令和７年度 
 

 

指 導 監 査 等 結 果 報 告 書 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 

子ども・福祉部 

 

  

別冊３ 



 

目  次 

 

 

ページ 

 

１ 令和７年度の指導監査の取組 ………………………………… １ 

 

２ 社会福祉法人及び社会福祉施設 ……………………………… ３ 

 

３ 介護保険サービス事業所 ……………………………………… ９ 

 

４ 障害福祉サービス事業所 ………………………………………１４ 

 

５ 行政監査 …………………………………………………………１８ 

 

６ 公益法人等立入検査 ……………………………………………１９ 

 

 

 

 



- 1 - 

１ 令和７年度の指導監査の取組 

  社会福祉法人や介護保険・障害福祉サービス提供事業者等に対して行っている

本県の指導監査については、実地を基本としており、毎年度多数の指摘を行い、利

用者が安心してサービスを利用できるよう改善を求めています。 

  令和７年度は、実地による指導監査に加え、児童福祉施設については書面による

監査も併用し、また、動画配信による集団指導を実施するなど、効率的・効果的な

手法を用いて指導監査を実施しました。また、税理士や社会保険労務士等の専門家

を活用した監査により社会福祉法人等の適正な運営と健全な経営を確保するとと

もに、提供される福祉サービスの質の向上につなげました 

 

（１）社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査 

① 社会福祉法人指導監査 

社会福祉法人の指導監査は、実地での指導監査を実施しました。 

 

  ② 社会福祉施設指導監査 

   実地による監査と、児童福祉施設については書面監査も取り入れつつ指導監

査を実施しました。 

 

  ③ 県・市連絡会議、社会福祉法人運営研修会 

市に権限移譲された社会福祉法人認可事務等の円滑化、指導監査時における

指導事項の平準化を図るため、Ｗｅｂ会議システムを活用して県・市連絡会議

を開催しました。 

また、毎年、市と合同で開催している社会福祉法人役員及び幹部職員を対象

とする社会福祉法人運営研修会については、参加者の利便性等も考慮し、集合

での会場開催に代えて、令和７年５月に、三重県インターネット放送局で動画

配信を行うことにより、社会福祉法人の運営に関する留意事項について周知を

図りました。 

 

（２）介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所の指導 

  ① 集団指導 

    令和７年５月に、三重県インターネット放送局で動画配信を行い、動画を視

聴した事業所が報告書等を提出することで、集団指導への参加を確認しまし

た。 
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② 運営指導 

    事業所で行う通常の運営指導に加えて、Ｗｅｂ会議システムを活用したオ

ンラインによる指導を実施するなど、より効率的、効果的な指導手法を創意工

夫し、運営指導を実施しました。 
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２ 社会福祉法人及び社会福祉施設 

（１）社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査 

「令和７年度指導監査実施方針」の重点事項を中心に、指導監査を実施し、改

善を図りました。 

（令和７年度指導監査実施方針の重点事項） 

①  適正な法人運営の確保  

②  会計処理の適正化 

③  施設運営の適正化  

④  適切な利用者援助の確保 

⑤  安全対策の確保  

 

（２）実施状況 

指導監査の実施状況は、次のとおりです。 

①  社会福祉法人              （令和８年３月３１日現在） 

対 象 数 実 施 数 

１０４ ４０ 

     （注）対象数は、令和７年４月１日現在の三重県所轄法人数です。      

 

 

②  社会福祉施設              （令和８年３月３１日現在） 

区 分 対 象 数 実 施 数 

 

生 活 保 護 施 設 

女性自立支援施設 

児 童 福 祉 施 設 

 

老人福祉施設等 

障害者支援施設 

 

 

  ３ 

  １ 

４４４ 

(うち保育所及び認定こども園416)

２８６ 

 ３９ 

 

 

  ０ 

  ０ 

４４４ 

(うち保育所及び認定こども園416)

 ３３ 

 ２３ 

 

計 ７７３ ５００ 

     （注）対象数は、令和７年４月１日現在の施設数で休止等の施設数は除きます。 
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（３）指摘状況 

指導監査による改善指摘状況は、次のとおりです。 

①  社会福祉法人関係 

社会福祉法等に基づく指導監査を実施した４０法人のうち、３９法人に対

し、３５６件の指摘を行いました。主な内容は次のとおりです。 

   ア 「法人運営」に関するもの           １１３件（３１．７％） 

    ・評議員会の招集が適正に行われていない。 

・評議員会について、適正に記録の作成、保存を行っていない。 

    ・法令又は定款に定めるところにより、理事長等が職務の執行状況につい 

て、理事会に報告をしていない。 

    ・理事の選任にあたり、適格性を確認していない。 

 

   イ 「事業」に関するもの               １２件（３．４％） 

    ・定款に従って事業を実施していない。 

   ウ 「管理」に関するもの             ２３１件（６４．９％） 

・経理規程が正しく制定されていない。 

・附属明細書等が法令に基づき適正に作成されていない。 

・会計処理の基本的取扱いに沿った処理が行われていない。 

・計算書類が法令に基づき適正に作成されていない。 

・登記の必要な事項が期限までに行われていない。 

②  社会福祉施設関係 

指導監査を実施した５００施設のうち、３３６施設に９１３件の指摘を行

いました。主な内容は次のとおりです。 

ア 適切な利用者支援の確保に関するもの     ２７６件（３０．２％） 

・定期の健康診断、衛生管理、感染症等に対する対策が適切に行われていな

い。 

・事故発生防止及び発生時の対応に関する措置が適切に講じられていない。 

 

イ 施設運営の適正な実施の確保に関するもの   ６３７件（６９．８％） 

・管理規程等必要な規程の整備及び運用が適切に行われていない。 

・労働基準法等関係法規の遵守が不十分である。 

・職員への健康診断等、健康管理が適切に実施されていない。 

・防災対策が適切に行われていない。 
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表１ 社会福祉法人の指摘項目及び件数     （令和８年３月３１日現在） 

社会福祉法人 指  摘  項  目 指  摘  件 数 

 

 実施 

    ４０法人 

 

 指摘 

   ３９法人 

Ⅰ 法人運営 １１３（31.7％） 

 １定款 

 ２内部管理体制 

 ３評議員・評議員会 

 ４理事 

 ５監事 

 ６理事会 

 ７会計監査人 

 ８役員等の報酬 

       ４ 

       ０ 

      ５２ 

      １７ 

      １５ 

      ２１ 

       ０ 

       ４ 

Ⅱ 事  業 １２（3.4％） 

 １事業一般 

 ２社会福祉事業 

 ３公益事業 

 ４収益事業 

       ９ 

       ３ 

       ０ 

       ０ 

Ⅲ 管  理 ２３１（64.9％） 

 １人事管理 

 ２資産管理 

 ３会計管理 

 ４その他 

       １ 

       ７ 

     １９８ 

      ２５ 

計  ３５６（100.0％） 

  

 

表２ 社会福祉施設の指摘項目及び件数       （令和８年３月３１日現在） 

指摘項目 

 

社会 

福祉施設 

適切な利用者支援の確保 
施設運営の 

適正な実施の確保 

計 
利用者支

援の充実 

 

生活環境

等の確保 

 

自立へ

の支援

援助 

その他 

運営管理

体制の確

立 

職員の確

保、処遇

充実 

防災対策

への取組 

その他 

生活保護施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

女性自立支援施設※1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

児童福祉施設※2 １７６ ６９ ０ １１９ ２１９ １４４ ７２７ 

老人福祉施設等※3 ２４ １ ０ ２ ８１ ２４ １３２ 

障害者支援施設 ６ ０ ０ １４ １５ １９ ５４ 

計 

実施５００施設 

指摘３３６施設 

 

２０６ 

(22.6％) 

 

７０ 

(7.7％) 

０ 

(0％) 

１３５ 

(14.8％) 

３１５ 

(34.5％) 

１８７ 

(20.5%) 

 

９１３ 

(100.0%) 

２７６（30.2%） ６３７（69.8%） 

 （注）構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 
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（注）※１ 令和６年４月１日から「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（以

下「女性支援新法」という。）の施行により、売春防止法の一部規定が廃止等さ

れたことに伴い、女性支援新法第 12 条に基づく婦人保護施設は「女性自立支援

施設」に名称変更されました。 

※２ 児童福祉施設とは、乳児院、母子生活支援施設、保育所、認定こども園、児童

養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設です。 

※３ 老人福祉施設等とは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

及び無料低額介護老人保健施設です。 

 

（４）確認監査 

指導監査において指摘した不適切事項については、継続的な指導を行い、法人

や施設に自主的な改善を求めています。 

なお、令和７年度は、６法人に対して実施しました。 

 

（５）特別監査 

法人運営等に重大な問題を有する法人や施設に対しては、随時特別監査を実

施しています。 

 なお、令和７年度は対象となる法人はありませんでした。 

 

（６）勧告・公表 

法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運

営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定め

て、その改善のために必要な措置（役員の解職を除く。）をとるべき旨を勧告

し、当該勧告を受けた社会福祉法人が期限内にこれに従わなかったときは、そ

の旨を公表することができます。 

なお、令和７年度は対象となる法人はありませんでした。 

 

（７）行政処分等 

勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置を

とらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて当該勧告に係る

措置をとるべき旨を命じ、当該命令に従わないときは、期間を定めて業務の全

部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告し、法令、法令に基づい

てする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督

の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに１年以上にわ

たってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができます。 

なお、令和７年度は対象となる法人はありませんでした。 
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（８）市町との連携について 

市に権限移譲された社会福祉法人認可事務等が円滑に進むよう支援すると

ともに、指導監査時における指導事項の平準化を図るため、「県・市連絡会

議」を３回開催しました。 

なお、同会議は、参加者の利便性等を考慮し、Ｗｅｂ会議システムを活用

して開催しました 

さらに、市による法人指導監査と県による施設等指導監査を合同で実施す

ることにより、監査対応に係る社会福祉法人等の負担軽減にも取り組みまし

た。 

 

会議名 開催日 出席 

第１回県・市連絡会議 令和７年  ４月１８日 県、１３市 

第２回県・市連絡会議 令和７年１２月１５日 県、１３市 

第３回県・市連絡会議 令和８年 ３月１６日 県、１２市 
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（参考） 

     各所轄庁の社会福祉法人数及び社会福祉施設数 

所轄庁 
所轄社会福祉 

法人数 
監査対象 

社会福祉施設数 

津市  ４２ ― 

四日市市  ３３ ― 

伊勢市  ２３ ― 

松阪市  ２８ ― 

桑名市  １８ ― 

鈴鹿市  ２９ ― 

名張市   ８ ― 

尾鷲市   ２ ― 

亀山市   ９ ― 

鳥羽市   ３ ― 

熊野市   ５ ― 

いなべ市   ８ ― 

志摩市   ３ ― 

伊賀市   ９ ― 

三重県 １０４ ７７３ 

愛知県   ０ ― 

岐阜県   １ ― 

奈良県   ３ ― 

和歌山県   １ ― 

国   １ ― 

計 ３３０  

（注）１ 所轄社会福祉法人数は、令和７年４月１日現在 
２ 社会福祉施設数（休止等除く）は、令和７年４月１日現在 
３ 国・他県・市の所轄となる社会福祉法人等が運営する社会福祉施設 

７７３施設の指導監査は、三重県が実施します。 
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３ 介護保険サービス事業所 

（１）介護保険サービス事業所の指導及び監査 

「令和７年度介護保険サービス事業者等指導・監査実施方針」において重点項

目を定め、介護保険施設・事業所に対する運営指導を実施するとともに、不適切

な介護保険サービスの提供や介護給付費請求の事務処理に誤りがあった施設・

事業所に対しては、指導を行い、その改善を図りました。 

そのほか、インターネット上での動画配信により集団指導（講習会）を実施し、

法令遵守等に関する指導を行いました。 

【令和７年度指導・監査実施方針の重点項目】 

①  法令遵守の状況について（人員基準及び運営基準等が遵守されているか、

適正な介護給付費の請求が行われているか。） 

②  サービスの質の確保・向上について（個々の計画に沿ったサービスが提供

されているか。等） 

③  虐待防止について（委員会の開催や研修の実施等の取組が行われている 

か。） 

④  身体拘束について（やむを得ず身体拘束を実施する場合には、適切な手続

きで行われているか、委員会の開催や研修の実施等の取組が行われている 

か。等） 

⑤  感染症等対策について（委員会の開催や研修・訓練の実施等の取組が行

われているか。） 

⑥  危機管理への取組について(火災、地震、風水害等発生時における防災対

策が確保されているか、業務継続計画(ＢＣＰ)を策定し、必要な措置を講じ

ているか。） 

⑦  事故防止対策及び苦情対応について（事故発生を防ぐための対策が図られ

ているか、苦情への対応等が適切に行われているか。等） 

⑧  職場におけるハラスメント対策について（セクシャルハラスメント、パワ

ーハラスメント及びカスタマーハラスメントの防止のための方針の明確化等

必要な措置を講じているか。） 

⑨  高齢者向け住宅を設置する法人が運営する居宅サービス事業所等の運営状 

況について（住宅におけるサービスと介護サービスが混同して行われ、虚偽 

のサービス提供記録等により介護給付費を不正に請求していないか。） 
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（２）実施状況 

指導の実施状況は、次表のとおりです。 

対象となる３，５０９施設・事業所のうち、通常型運営指導を２０２（5.8％）

施設・事業所、オンライン型運営指導を６８（1.9％）事業所に対して実施しま

した。 

また、集団指導（動画配信）を２，９７５（84.8％）施設・事業所に対して実

施し、法制度等の周知を図りました。 
 

表３ 指導の実施状況                （令和８年３月３１日現在） 

区分 事業所数 
集団指導 
実施数 

運営指導実施数 

通常型 オンライン型 計 

（介護給付サービス事業）          

訪問介護事業所 ６４２ ５３８ ４３ ０ ４３ 

訪問入浴介護事業所 ２３ ２３ １ ０ １ 

訪問看護事業所 ２６２ １９０ ９ ０ ９ 

訪問リハビリテーション事業所 ３８ ３８ ３ ０ ３ 

居宅療養管理指導事業所 １ ０ ０ ０ ０ 

通所介護事業所 ４７２ ４５７ ４２ ０ ４２ 

通所リハビリテーション事業所 １２１ １０３ ３ ０ ３ 

短期入所生活介護事業所 ２２５ １９２ ２５ ０ ２５ 

短期入所療養介護事業所 ８０ ４４ ４ ０ ４ 

特定施設入居者生活介護事業所 ６２ ６２ ４ ０ ４ 

福祉用具貸与事業所  １４４ １１４ １ １７ １８ 

特定福祉用具販売事業所 １４４ １０８ １ １７ １８ 

介護老人福祉施設 １６６ １６６ １６ ０ １６ 

介護老人保健施設 ７５ ７１ ４ ０ ４ 

介護医療院 ８ ８ ０ ０ ０ 

小計 ２，４６３ ２，１１４ １５６ ３４ １９０ 

（予防給付サービス事業）          

訪問入浴介護事業所 ２０ ２０ １ ０ １ 

訪問看護事業所 ２４５ １９０ ８ ０ ８ 

訪問リハビリテーション事業所 ３７ ３７ ３ ０ ３ 

居宅療養管理指導事業所 １ ０ ０ ０ ０ 

通所リハビリテーション事業所 １２１ １０３ ３ ０ ３ 

短期入所生活介護事業所 ２０８ １９２ ２２ ０ ２２ 

短期入所療養介護事業所 ７４ ４４ ４ ０ ４ 
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区分 事業所数 
集団指導 
実施数 

運営指導実施数 

通常型 オンライン型 計 

特定施設入居者生活介護事業所 ５３ ５３ ３ ０ ３ 

福祉用具貸与事業所 １４３ １１４ １ １７ １８ 

特定福祉用具販売事業所 １４４ １０８ １ １７ １８ 

小計 １，０４６ ８６１ ４６ ３４ ８０ 

計 ３，５０９ ２，９７５ ２０２ ６８ ２７０ 

（注）「事業所数」は、令和７年４月１日現在の指定事業所数（事業実績のある「みなし事業所」を含む。）です。 

 

（３）運営指導結果 

① 介護給付サービス事業分 

運営指導を実施した１９０施設・事業所のうち、１７２施設・事業所に対し

て８３６件の改善指導等を行いました。 

主な内容は、次のとおりです。 

ア 人員基準に関するもの              ３件（ ０．４％） 

・訪問介護員の配置が適切でない。 

・介護職員、生活相談員の配置が適切でない。 

   イ 運営基準に関するもの            ７９４件（９５．０％） 

・従業者が従事する職種を辞令等で明確にしていない。 

・セクハラ、パワハラ等を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じていない。 

・業務継続計画に係る研修及び訓練を実施していない。 

・事業所内の家具等の落下防止策・転倒防止策が適切でない。 

・夜間を想定した避難訓練を実施していない。 

・感染症等の発生の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

定期的に開催していない。また、研修及び訓練を実施していない。 

・職員及び職員であった者が、業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすこと

がないよう、誓約書を徴する等の必要な措置を講じていない。 

・苦情相談窓口の表示が適切でない。 

・事故やヒヤリハットの内容分析、傾向把握を行っていない。 

ウ 介護給付費の算定に関するもの         ３３件（ ３．９％） 

・業務継続計画未策定減算の要件に該当するにも関わらず、減算していない。 

・高齢者虐待防止措置未実施減算の要件に該当するにも関わらず、減算して 

いない。 

・特定事業所加算に係る文書等による指示及びサービス提供後の報告につい 

て、内容の充実が必要である。 

・入浴介助加算に係る研修の記録について、内容の充実が必要である。 
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なお、令和７年度における、介護給付費の過誤調整（自主返還）による返 

    還決定額（運営指導分）は、次のとおりです。 

事業所数 返還決定額 （円） 

１ ４，０２０ 

（注）令和８年４月末までに確定した金額です。 

 

② 予防給付サービス事業分 

運営指導を実施した８０事業所のうち、７３事業所に対して３３４件の改

善指導等を行いました。 

主な内容は、次のとおりです。 

ア 運営基準に関するもの           ３３０件（９８．８％） 

 主な指導内容は、前記介護給付サービス事業分と同様です。 

 

表４ 介護給付サービス事業に係る指摘件数（運営指導分）（令和８年３月３１日現在） 

指摘項目 

指定施設・事業所 

人員基準

関係 

運営基準

関係 

給付費 

の算定 
その他 計 

訪問介護事業所 １ １６３ ６ １ １７１ 

訪問入浴介護事業所 ０ １ ０ ０ １ 

訪問看護事業所 ０ ３５ １ ０ ３６ 

訪問リハビリテーション事業所 ０ ４ ０ ０ ４ 

通所介護事業所 ２ １９７ １４ １ ２１４ 

通所リハビリテーション事業所 ０ ６ ０ ０ ６ 

短期入所生活介護事業所 ０ １１０ ０ ２ １１２ 

短期入所療養介護事業所 ０ ６ １ ０ ７ 

特定施設入居者生活介護事業所 ０ １９ １ ０ ２０ 

福祉用具貸与事業所 ０ ８６ ０ ０ ８６ 

特定福祉用具販売事業所 ０ ７８ ０ ０ ７８ 

介護老人福祉施設 ０ ８２ ８ １ ９１ 

介護老人保健施設 ０ ７ ２ １ １０ 

計 

実施 190 施設・事業所 

指摘 172 施設・事業所 

 

３ 

(0.4%) 

 

７９４ 

(95.0%) 

 

３３ 

(3.9%) 

 

６ 

(0.7%) 

 

８３６ 

(100.0%) 
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表５ 予防給付サービス事業に係る指摘件数（運営指導分）（令和８年３月３１日現在） 

指摘項目 

指定施設・事業所 

人員基準

関係 

運営基準

関係 

給付費 

の算定 
その他 計 

訪問入浴介護事業所 ０ １ ０ ０ １ 

訪問看護事業所 ０ ３５ １ ０ ３６ 

訪問リハビリテーション事業所 ０ ４ ０ ０ ４ 

通所リハビリテーション事業所 ０ ６ ０ ０ ６ 

短期入所生活介護事業所 ０ ９８ ０ １ ９９ 

短期入所療養介護事業所 ０ ６ １ ０ ７ 

特定施設入居者生活介護事業所 ０ １６ １ ０ １７ 

福祉用具貸与事業所 ０ ８６ ０ ０ ８６ 

特定福祉用具販売事業所 ０ ７８ ０ ０ ７８ 

計 

実施 80 事業所 

指摘 73 事業所 

 

０ 

(0.0％) 

 

３３０ 

(98.8％) 

 

３ 

(0.9％) 

 

１ 

(0.3％) 

 

３３４ 

(100.0％)

 

表６ 有料老人ホームに係る指摘件数（一般検査分）  （令和８年３月３１日現在） 

指摘項目 

施設 

人員指針 

関係 

運営指針 

関係 
その他 計 

有料老人ホーム 

実施 40 施設 

指摘 38 施設 

０ ２２９ ０ ２２９ 
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４ 障害福祉サービス事業所 

（１）障害福祉サービス事業所の指導及び監査 

「令和７年度障害福祉サービス事業者等指導・監査実施方針」において重点項

目を定め、障害福祉サービス事業所に対する運営指導を実施するとともに、不適

切なサービスの提供や給付費請求の事務処理に誤りがあった事業所に対して

は、指導を行い、その改善を図りました。 

また、事業運営等について不正が疑われる事業所に対しては、監査を実施しま

した。 

そのほか、インターネット上での動画配信により集団指導（講習会）を実施し、

法令遵守等に関する指導を行いました。 

 

【令和７年度指導・監査実施方針の重点項目】 

①  法令遵守の状況について（人員基準及び運営基準等が遵守されているか、

適正な給付費の請求が行われているか。） 

②  サービスの質の確保・向上について（個々の計画に沿ったサービスが提供

されているか、利用者の人権擁護等のための体制の整備が図られているか。

等） 

③  虐待防止について（委員会の開催や研修の実施等の取組が行われている 

か。） 

④  身体拘束について（やむを得ず身体拘束を実施する場合には、適切な手続

きで行われているか、委員会の開催や研修の実施等の取組が行われている 

か。等） 

⑤  感染症等対策について（委員会の開催や研修・訓練の実施等の取組が行

われているか。） 

⑥  危機管理への取組について（火災、地震、風水害等発生時における防災対

策が確保されているか、業務継続計画(ＢＣＰ)を策定し、必要な措置を講じ

ているか。等） 

⑦  事故防止対策及び苦情対応について（事故発生を防ぐための対策が図られ

ているか、苦情への対応等が適切に行われているか。等） 

⑧  職場におけるハラスメント対策について（セクシャルハラスメント、パ

ワーハラスメント及びカスタマーハラスメントの防止のための方針の明確

化等必要な措置を講じているか。） 

⑨  就労系サービスにおける経理処理の状況について（経理区分が会計基準

に則り適切に処理されているか。） 
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⑩  就労継続支援Ａ型事業所の運営状況について（利用者に支払う賃金が自 

立支援給付から支払われていないか。等） 

⑪  就労継続支援Ｂ型事業所の運営状況について（利用者に対し、生産活動

に係る事業の収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃とし

て支払っているか。） 

⑫  共同生活援助事業所の運営状況について（食材料費等として徴収した額

について、適切に管理するとともに、適正に取り扱っているか。等） 

⑬  児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所における障害児の安

全対策について（安全計画を策定し、その計画に従い必要な措置を講じて

いるか。等） 

⑭  放課後等デイサービス事業所の運営状況について（「放課後等デイサー

ビスガイドライン」が遵守されているか。等） 

 

（２）実施状況 

指導の実施状況は、次表のとおりです。 

対象となる２，５１１施設・事業所のうち、通常型運営指導を１１２(4.5％)

事業所に対して実施しました。 

また、集団指導（動画配信）を２，２８５(91.0％)施設・事業所に対して実施

し、法制度等の周知を図りました。 

 

表７ 指導の実施状況                （令和８年３月３１日現在） 

区分 事業所数 
集団指導 
実施数 

運営指導実施数 

通常型 オンライン型 計 

居宅介護事業所 ３５４ ３１０ ２１ ０ ２１ 

重度訪問介護事業所 ２２０ １６３ １５ ０ １５ 

同行援護事業所 ７１ ６１ ８ ０ ８ 

行動援護事業所 ２５ ２２ ２ ０ ２ 

療養介護事業所  ４ ４ ０ ０ ０ 

生活介護事業所 ２３２ ２１１ ７ ０ ７ 

短期入所事業所 １４２ １２９ ４ ０ ４ 

自立訓練（機能訓練）事業所 １ １ ０ ０ ０ 

自立訓練（生活訓練）事業所 １９ １７ １ ０ １ 

就労移行支援事業所 ３４ ３１ １ ０ １ 

就労継続支援（Ａ型）事業所 ７４ ６６ ４ ０ ４ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 ３３０ ３２２ １５ ０ １５ 
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区分 事業所数 
集団指導 
実施数 

運営指導実施数 

通常型 オンライン型 計 

就労定着支援事業所 １９ １７ １ ０ １ 

障害者支援施設 ３９ ３５ ０ ０ ０ 

共同生活援助事業所 ２１６ １９７ ８ ０ ８ 

自立生活援助事業所 ３ ３ ０ ０ ０ 

地域移行支援事業所 ２４ ２２ １ ０ １ 

地域定着支援事業所 ２２ ２０ ０ ０ ０ 

児童発達支援事業所 ２５９ ２４６ ８ ０ ８ 

居宅訪問型児童発達支援事業所 １１ ９ １ ０ １ 

放課後等デイサービス事業所 ３５６ ３４７ １４ ０ １４ 

保育所等訪問支援事業所 ４７ ４４ １ ０ １ 

福祉型障害児入所施設 ４ ４ ０ ０ ０ 

医療型障害児入所施設 ５ ４ ０ ０ ０ 

計 ２，５１１ ２，２８５ １１２ ０ １１２ 

（注）「事業所数」は、令和７年４月１日現在の指定事業所数です。 

 

（３）運営指導結果 

運営指導を実施した１１２事業所のうち、９０事業所に対して４９８件の改

善指導等を行いました。 

主な内容は、次のとおりです。 

①  人員基準に関するもの              ６件（ １．２％） 

・サービス管理責任者の配置が確認できなかった。 

・夜間支援従事者の配置が適切でない。 

②  運営基準に関するもの            ４６０件（９２．４％） 

・法定代理受領により給付費の支給を受けた場合に、利用者に対し、給付費の 

  額を通知していない。 

・従業者の勤怠管理を出勤簿等で明確にしていない。 

・従業者が従事する職種を辞令等で明確にしていない。 

・セクハラ、パワハラ等を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ 

ていない。 

・業務継続計画に係る研修及び訓練を実施していない。 

・感染症等の発生の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を 

定期的に開催していない。また、研修及び訓練を実施していない。 

・職員及び職員であった者が、業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすこと 
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がないよう、誓約書を徴する等の必要な措置を講じていない。 

・苦情相談窓口の表示が適切でない。 

・事故やヒヤリハットの内容分析、傾向把握を行っていない。 

・利用定員を超えてサービスの提供を行っている。 
 

③  給付費の算定に関するもの           ２９件（ ５．８％） 

・身体拘束廃止未実施減算の要件に該当するにも関わらず、減算していない。 

・虐待防止措置未実施減算の要件に該当するにも関わらず、減算していない。 

・欠席時対応加算の対応状況の記録が十分でない。 

・食事提供体制加算に係る利用者ごとの摂食量等を記録していない。 

・福祉・介護職員処遇改善加算に係るキャリアパス要件等を整備していない。 
 
 
 表８  障害福祉サービス事業に係る指摘件数（運営指導分）（令和８年３月３１日現在） 

指摘項目 
指定施設・事業所 

人員基準
関係 

運営基準
関係 

給付費 
の算定 

その他 計 

居宅介護事業所 １ ７３ １ １ ７６ 

重度訪問介護事業所 ０ ２２ ０ ０ ２２ 

同行援護事業所 ０ ３３ １ ０ ３４ 

行動援護事業所 ０ １０ ０ ０ １０ 

療養介護事業所 ０ ０ ０ ０ ０ 

生活介護事業所 ０ ３４ ３ ０ ３７ 

短期入所事業所 ０ ２１ １ １ ２３ 

自立訓練（生活訓練）事業所 ０ ６ ０ ０ ６ 

就労移行支援事業所 ０ ７ ０ ０ ７ 

就労継続支援（Ａ型）事業所 ０ １３ ２ ０ １５ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 ２ ８６ １１ ０ ９９ 

就労定着支援事業所 ０ ５ ０ ０ ５ 

共同生活援助事業所 ２ ４６ ３ １ ５２ 

地域移行支援事業所 ０ ０ ０ ０ ０ 

児童発達支援事業所 ０ ４９ ２ ０ ５１ 

放課後等デイサービス事業所 １ ５５ ５ ０ ６１ 

計 
実施 112 事業所 
指摘  90 事業所 

 
６ 

(1.2％) 

 
４６０ 

(92.4％) 

 
２９ 

(5.8％) 

 
３ 

(0.6％) 

 
４９８ 

(100.0％)

 

（４）監査結果 

事業運営に不正等が疑われた１事業者の１事業所に対して監査を実施し、監査

結果を基に子ども・福祉部障がい福祉課により、行政処分（指定取消）が行われ

ました。 
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５ 行政監査  

（１）県福祉事務所、市町等の監査 

社会福祉法、児童福祉法及び「令和７年度児童福祉行政指導監査実施方針」に

より、児童福祉行政について行政監査を実施し、改善を図りました。 

 

（２）実施状況             （令和８年３月３１日現在） 

区    分 事務所等数 実施数 

県福祉事務所      ４    ０ 

児童相談所      ６     ０ 

市町福祉行政 ２９ ２９ 

 

（３） 指摘事項 

市町福祉行政 

監査を実施した２９市町のうち、２０市町に３７件の指摘を行いました。 

内容は次のとおりです。 

①  児童福祉行政事務処理体制の状況   ３０件（８１．１％） 

②  要保育児童の把握状況         ３件（８．１％） 

③  保育の実施事務処理状況        ０件（０％） 

④  保育所等運営費の事務処理状況     １件（２．７％） 

⑤  入所施設措置費の事務処理状況     ３件（８．１％） 

 

表９ 市町行政監査の指摘項目及び件数      （令和８年３月３１日現在） 
指摘項目 

 

市 町 

児童福祉行

政事務処理

体制 

要保育児童

の把握 

保育の実施

事務処理 

保育所等運

営費の事務

処理 

入所施設措

置費の事務

処理 

計 

 

児童福祉行政 

実施14市15町 

(指摘9市11町) 

 

３０ 

(81.1％) 

 

 

３ 

(8.1％) 

 

０ 

(0％) 

１ 

(2.7％) 

 

３ 

(8.1％) 

 

３７ 

(100.0％) 
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６ 公益法人等立入検査 

（１）公益法人の検査 

子ども･福祉部が所管する５公益法人のうち、１公益社団法人及び２公益財団

法人の立入検査を実施しました。 

 

 

（２）実施状況               （令和８年３月３１日現在） 

区 分 対象数 実施数 

公益法人※ ５ ３ 

公益社団法人 

公益財団法人 

１ 

４ 

１ 

２ 

（注）対象数は令和７年４月１日現在の子ども・福祉部所管法人数です。 

    ※ 新制度の公益社団法人及び公益財団法人です。 

 


